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告 示

鳥取県告示第586号 

 漁業災害補償法（昭和39年法律第158号）第105条第１項第２号ロの規定に基づき、漁獲共済に係る区域及び区

分を次のとおり定めたので、漁業災害補償法施行令（昭和39年政令第293号）第９条第７項において準用する同

令第７条第３項の規定により告示し、令和５年12月８日から適用する。 

平成９年鳥取県告示第647号（漁業災害補償法による漁獲共済に係る区域及び区分の設定について）は、令和

５年12月７日限りで廃止する。 

  令和５年12月15日 

鳥取県知事 平  井  伸  治   

加入区の名称 区  域 区  分 

鳥取東部加入区 鳥取県漁業協同組合の区域のうち旧東漁

業協同組合の区域、旧浦富漁業協同組合

の区域、旧網代港漁業協同組合の区域、

旧福部村漁業協同組合の区域及び旧賀露

漁業協同組合の区域 

漁業災害補償法第104条第２号に掲げる漁

業（沖合底びき網漁業（底びき網を使用

して行う漁業であって使用する漁船の合

計総トン数が20トン以上100トン未満であ

るものをいう。以下同じ。）を除く。） 

田後加入区 田後漁業協同組合の区域 １ 沖合底びき網漁業 

２ 漁業災害補償法第104条第２号に掲げ

る漁業のうち１に掲げる漁業以外の漁

業 

鳥取網代加入区 鳥取県漁業協同組合の区域のうち旧網代

港漁業協同組合の区域 

沖合底びき網漁業

鳥取賀露加入区 鳥取県漁業協同組合の区域のうち旧賀露

漁業協同組合の区域 
〃

鳥取酒津加入区 鳥取県漁業協同組合の区域のうち旧酒津

漁業協同組合の区域 

漁業災害補償法第104条第２号に掲げる漁

業 

鳥取浜村加入区 鳥取県漁業協同組合の区域のうち旧浜村

漁業協同組合の区域 
〃

鳥取夏泊加入区 鳥取県漁業協同組合の区域のうち旧夏泊

漁業協同組合の区域 
〃

鳥取青谷加入区 鳥取県漁業協同組合の区域のうち旧青谷

漁業協同組合の区域 
〃

鳥取泊加入区 鳥取県漁業協同組合の区域のうち旧泊村

漁業協同組合の区域 
〃

赤碕加入区 赤碕町漁業協同組合の区域 〃

鳥取中山加入区 鳥取県漁業協同組合の区域のうち旧中山

漁業協同組合の区域 
〃

鳥取御来屋加入区 鳥取県漁業協同組合の区域のうち旧御来

屋漁業協同組合の区域 
〃

鳥取淀江加入区 鳥取県漁業協同組合の区域のうち旧淀江

漁業協同組合の区域 
〃

米子加入区 米子市漁業協同組合の区域 〃

鳥取境港加入区 鳥取県漁業協同組合の区域のうち旧境港

市漁業協同組合の区域 

１ 中型いか釣り漁業（釣りによってい

かを捕ることを目的とする漁業であっ
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て使用する漁船の合計総トン数が20ト

ン以上100トン未満であるものをいう。

以下同じ。） 

２ 中型いか釣り漁業及びその他釣り漁

業（釣りによっていか以外のものを捕

ることを目的とする漁業であって使用

する漁船の合計総トン数が20トン以上

100トン未満であるものをいう。）を併

せて行う漁業 

３ 鳥取県漁業協同組合に所属する者の

行う小型いか釣り漁業（釣りによって

いかを捕ることを目的とする漁業で 

あって使用する漁船の合計総トン数が

10トン以上20トン未満であるものをい

う。以下同じ。）及び機船船びき網漁

業（船びき網を使用して行う漁業で 

あって使用する漁船の合計総トン数が

10トン以上20トン未満であるものをい

う。以下同じ。） 

４ 境港沖合いか釣漁業協同組合に所属

する者の行う小型いか釣り漁業 

５ かご網漁業（かご網を使用してべに

ずわいがにを捕ることを目的とする漁

業であって使用する漁船の合計総トン

数が20トン以上100トン未満であるもの

をいう。） 

６ 漁業災害補償法第104条第２号に掲げ

る漁業のうち１から５に掲げる漁業以

外の漁業であって鳥取県漁業協同組合

に所属する者の行う漁業 

７ 漁業災害補償法第104条第２号に掲げ

る漁業のうち１から６に掲げる漁業以

外の漁業 

 

 


